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SAPPORO        General Assembly　　　　 Distr.:

Limited

15 Jul 2007
Original: Japanese
Sixty-third sessions
Agenda item: “Nuclear Problems　Whether Nonproliferation or Abolition”
Sponsors: Egypt ，Brazil
Signatory:
国連総会は（The General Assembly）,
A/C.1/59/L.22において、自国の安全保障における核兵器の役割を縮小するという核兵器国の誓約を想起し（recalling）
核兵器の存在そのものが人類の生存に対する脅威であること、核兵器の脅威に対する唯一の実質的な保証は、核兵器の完全な廃棄及び、再び使用されたり製造されたりしないという保証であることを確信し（believing）
核不拡散条約（NPT）の各条項は、いかなる時、いかなる状況においても締約国を拘束すること、条約に基づく義務の厳格な遵守に関して、すべての締約国が完全に責任を果たすことが重要であることを確認し（affirming）、
核軍縮を達成するために必要なロードマップを提供する成果を出した2000年NPT再検討会議において達成された合意の完全かつ効果的な履行をされてきていないことを憂慮し（mindful）
NPT（核不拡散条約）では核軍縮の約束が明記されているのにも関わらず、その履行が依然として不履行であることに対して遺憾の意を表し（deeply Regretting）、

NPT（核不拡散条約）第6条に基づく誓約に従い、保有核兵器の全面的かつ、完全な軍備縮小へと繋がる核軍縮を達成すると明確に約束したことを確認し(affirming)、

核戦争が人類の破滅を呼び、都市・環境の破壊へ直結することを確信し（believing）
1. 全ての国の核不拡散条約（NPT）への加盟を達成し、また、包括的核実験禁止条約（CTBT）の早期発効を実現するために努力を惜しまないよう要求する(calls upon)
2. 核兵器の完全廃棄につながるような具体的行動を速やかに取るよう全ての核兵器保有国に対し、要求する(calls upon)
3. 2000年NPT再検討会議において達成された合意の完全かつ効果的な履行を、断固として追求するようにすべての加盟国に要求する(calls upon)
4.  全ての核兵器保有国に対して、核兵器の早急な段階的削減を、短中期的期間目標を掲げた上で要求する（calls upon）
5. 新たな核軍拡競争に結びつくような行動や、核軍縮や核不拡散の国際的流れに刺激的悪影響を慎むよう、全ての加盟国に要求する(calls upon)
6. 特に、核兵器国及び核兵器能力国に対し、非核兵器国に対して核兵器を先制的に使用しないことを要求する(calls upon)
7. 自国の安全保障における核兵器の役割を縮小するという核兵器国の誓約を具体的行動に移すことを要求する（calls upon）
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